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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第68期

第１四半期累計期間
第69期

第１四半期累計期間
第68期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (千円) 1,721,124 1,787,559 9,119,667

経常利益又は経常損失（△） (千円) △176,585 △164,471 183,809

当期純利益又は四半期
純損失（△）

(千円) △112,897 △99,991 80,413

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 570,000 570,000 570,000

発行済株式総数 (株) 7,200,000 7,200,000 7,200,000

純資産額 (千円) 3,812,992 3,914,925 4,054,463

総資産額 (千円) 10,793,099 10,628,276 10,796,358

１株当たり当期純利益金額又は
四半期純損失金額（△）

(円) △15.73 △13.94 11.21

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 10.0

自己資本比率 (％) 35.3 36.8 37.6
 

(注) １. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、前事

業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、個人消費に消費税率引き上げ後の反動による影響が一部に見られる

ものの、企業収益や雇用・所得環境の改善により、緩やかな回復傾向を続けております。その一方で、海外経済の下

振れ懸念や原材料価格の上昇等もあり、景気は依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような事業環境の中、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動による影響が、想定していたほどは大きく

なかったことに加え、引き続き、原子力発電所向けの受注が一定水準以上を維持したこと等もあり、呼吸用保護具全

般の受注は、前年同四半期比で堅調に推移しました。この結果、売上高は、前年同四半期比3.9％増の17億87百万円と

なりました。

一方、利益面では、期初から生産効率の維持に努めたことから、材料費や製造経費等の変動費は前年同四半期比で

減少し、製品原価率は前年同四半期比で２ポイント以上改善しました。この結果、売上総利益は前年同四半期比5.9％

増の５億43百万円となりました。

また、販売費及び一般管理費は、期初から積極的な新製品の開発・拡販活動等に注力してきたことに伴う人件費・

諸経費増が避けられず、前年同四半期比2.7％増の７億６百万円となりました。

以上の結果、営業損失１億63百万円（前年同四半期は営業損失１億75百万円）、経常損失１億64百万円（前年同四

半期は経常損失１億76百万円）、四半期純損失99百万円（前年同四半期は四半期純損失１億12百万円）となりまし

た。

 
(2) 財政状態の分析

（総資産）

総資産は、前事業年度末に比べて１億68百万円減少し、106億28百万円となりました。

（流動資産）

流動資産は、前事業年度末に比べて72百万円減少し、65億25百万円となりました。

これは、主として受取手形及び売掛金が１億81百万円減少、原材料及び貯蔵品が31百万円減少、商品及び製品が

77百万円増加、その他が80百万円増加したことなどによるものです。

（固定資産）

固定資産は、前事業年度末に比べて95百万円減少し、41億２百万円となりました。

これは、主として有形固定資産が64百万円減少、投資その他の資産が25百万円減少、無形固定資産が５百万円減

少したことによるものです。

（流動負債）

流動負債は、前事業年度末に比べて90百万円増加し、45億84百万円となりました。

これは、主として短期借入金が３億62百万円増加、その他が１億56百万円増加、支払手形及び買掛金が３億81百

万円減少、賞与引当金が32百万円減少したことなどによるものです。
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（固定負債）

固定負債は、前事業年度末に比べて１億19百万円減少し、21億28百万円となりました。

これは、主として長期借入金が１億20百万円減少したことによるものです。

（純資産）

純資産は、前事業年度末に比べて１億39百万円減少し、39億14百万円となりました。

これは、主として利益剰余金が１億71百万円減少したことによるものです。

この結果、当第１四半期会計期間末の自己資本比率は36.8％となりました。

 

(３)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

 

(４)研究開発活動

当第１四半期累計期間の研究開発費の総額は93百万円であります。

 

 

EDINET提出書類

株式会社　重松製作所(E02383)

四半期報告書

 4/15



第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,000,000

計 24,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月11日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 7,200,000 7,200,000
東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 7,200,000 7,200,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年６月30日 ─ 7,200,000 ─ 570,000 ─ 272,577
 

 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成26年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式)
普通株式　24,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

7,140,000
7,140 ―

単元未満株式
普通株式

36,000
― ―

発行済株式総数 7,200,000 ― ―

総株主の議決権 ― 7,140 ―
 

(注)　１「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権１個)含ま

れております。　

２ 単元未満株式数には当社所有の自己株式655株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成26年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社重松製作所

東京都北区西ケ原１－26－１ 24,000 ─ 24,000 0.33

計 ― 24,000 ─ 24,000 0.33
 

 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成26年４月１日から平成26年

６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、公認会計士　竹岡均、公認会計士　斉藤卓両氏により四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,022,175 1,019,979

  受取手形及び売掛金 2,866,421 2,684,632

  商品及び製品 1,400,419 1,478,196

  仕掛品 223,471 208,630

  原材料及び貯蔵品 922,898 891,181

  その他 162,188 242,825

  貸倒引当金 △40 △33

  流動資産合計 6,597,533 6,525,410

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 1,736,781 1,711,265

   その他 1,504,953 1,465,760

   有形固定資産合計 3,241,735 3,177,026

  無形固定資産 134,402 129,126

  投資その他の資産   

   その他 822,686 796,713

   投資その他の資産合計 822,686 796,713

  固定資産合計 4,198,824 4,102,865

 資産合計 10,796,358 10,628,276

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 2,423,261 2,041,300

  短期借入金 1,087,500 1,450,000

  未払法人税等 17,155 3,255

  賞与引当金 90,735 58,226

  その他 875,020 1,031,770

  流動負債合計 4,493,672 4,584,552

 固定負債   

  社債 80,000 80,000

  長期借入金 1,323,330 1,203,163

  退職給付引当金 353,795 349,509

  その他 491,096 496,126

  固定負債合計 2,248,222 2,128,799

 負債合計 6,741,894 6,713,351

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 570,000 570,000

  資本剰余金 272,577 272,577

  利益剰余金 2,996,815 2,825,070

  自己株式 △12,955 △12,955

  株主資本合計 3,826,437 3,654,692

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 228,026 260,232

  評価・換算差額等合計 228,026 260,232

 純資産合計 4,054,463 3,914,925

負債純資産合計 10,796,358 10,628,276
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 1,721,124 1,787,559

売上原価 1,207,947 1,244,071

売上総利益 513,176 543,488

販売費及び一般管理費 688,280 706,605

営業損失（△） △175,103 △163,117

営業外収益   

 受取利息 308 325

 受取配当金 5,484 6,164

 補助金収入 5,363 ―

 その他 4,859 6,740

 営業外収益合計 16,014 13,230

営業外費用   

 支払利息 11,750 9,779

 売上割引 2,771 3,271

 その他 2,974 1,532

 営業外費用合計 17,497 14,583

経常損失（△） △176,585 △164,471

特別損失   

 固定資産除却損 499 729

 特別損失合計 499 729

税引前四半期純損失（△） △177,085 △165,200

法人税、住民税及び事業税 2,093 1,398

法人税等調整額 △66,281 △66,607

法人税等合計 △64,187 △65,208

四半期純損失（△） △112,897 △99,991
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(会計方針の変更等)

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについ

て当第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属

方法については期間定額基準を適用し、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割

引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法

へ変更しております。

 この結果による当第１四半期会計期間の期首の利益剰余金及び当第１四半期累計期間の損益に与える影響はあり

ません。

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

 

(四半期貸借対照表関係)

１　受取手形割引高

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成26年６月30日)

受取手形割引高 1,164,811千円 290,290千円
 

 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間

に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

前第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

減価償却費 108,262千円 88,505千円
 

 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 71,753 10.00 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

当第１四半期累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 71,753 10.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金
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２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業は、労働安全衛生保護具の製造販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額（△）及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期累計期間

(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

(1) １株当たり四半期純損失金額（△） △15円73銭 △13円94銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純損失金額（△）(千円) △112,897 △99,991

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純損失金額（△）(千円) △112,897 △99,991

    普通株式の期中平均株式数(千株) 7,175 7,175
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年８月８日

 

株式会社　重松製作所

取締役会　御中

 

事務所名 竹岡公認会計士事務所

公認会計士 竹　　岡　　　均　　㊞
 

事務所名 公認会計士斉藤会計事務所

公認会計士 斉　　藤　　　卓　　㊞
 

 

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社重松製作所

の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第69期事業年度の第１四半期会計期間(平成26年４月１日から平成26年

６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

私たちの責任は、私たちが実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明

することにある。私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

私たちは、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社重松製作所の平成26年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

 

利害関係

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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